
吉富町「未来を担う若者の移住・定住促進」 

奨学金返還支援助成金 

 

 

募 集 要 項 

〔令和８年６月〕 
 

 

 

 

 

 

【 申請受付期間 】 

令和８年６月１日（月）から１２月１８日（金）まで 

【 書類提出先 】 

吉富町教育委員会 教務課 

（吉富フォーユー会館１階） 

〒８７１－０８１１ 福岡県築上郡吉富町大字広津４１３番地１ 

【 問い合わせ先 】 

吉富町教育委員会 教務課 

電  話 ： ０９７９－２２－１９４４ 

受付時間 ： 平日 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 



吉富町では、人材の確保と移住定住の促進を目的として、町内に住民登録があり現

に居住して働いている方に対して奨学金等の返還を支援します。 

 

１ 対象となる奨学金等 

（１） 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金（無利子・有利子） 

（２） 吉富町奨学金 

（３） その他町長が認める奨学金 

※本人名義で借り入れ、本人が卒業後に返還を行なっているものに限ります。ま 

た、教育ローンは対象外です。 

 

２ 助成金の受給要件 

次の全ての要件を満たすことが必要です。ただし、公務員は除く。 

（１）申請時かつ申請年度の１月１日に吉富町に住民登録し、京築地域又は九州 

周防灘定住自立圏域(吉富町、上毛町、豊前市、築上町、中津市、宇佐市、豊 

後高田市、みやこ町、苅田町、行橋市）の事業所等で就労している方（職 

種・雇用形態は問いません。） 

（２）高校・大学等の在学中に対象となる奨学金等を借り入れた方 

（３）返還を遅延なく行っている方 

（４）町税や町の各種料金を滞納していない方 

（５）他制度による奨学金等の返還を対象とした助成・補助を受けていない方 

（６）申請後、吉富町に引き続き１０年以上居住する意思のある方 

 

３ 助成金の額 

その年度中に返還すべき金額の２分の１（上限１０万円） 

・申請初年度～３年度目 上限１０万円 

４年度目～１０年度目 上限５万円 

※いずれも１，０００円未満の端数を切り捨てます。 

※繰上返還は「その年度中に返還すべき金額」には含みません。 

 

４ 助成金の交付対象期間 

申請した年度を含め、１０年度間を限度とします。 

※毎年度、交付申請及び実績報告が必要です。 

※事業所の都合による転勤などやむを得ない理由により、他へ転出した場合は、 



転出している間の助成金は受けることができませんが、再び本町に居住する場合 

は、最初に申請した年度から起算して１０年度間を限度として残りの助成期間に 

ついて助成金を受けることができます。 

 

５ 交付申請について  

・令和８年度交付申請受付期間 

令和８年６月１日（月）から１２月１８日（金） 

・交付申請書類 

次の書類を持参により提出してください。提出された書類に基づき受給要件等の 

審査を行い、審査の結果については、文書でお知らせします。 

 

 

 

 

提

出

書

類 

・吉富町奨学金等返還支援助成金交付申請書（様式第１号） 

・奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証明するもの 

※ 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の場合、「奨学金貸与証明書」を提出

してください。 

・奨学金等の返還金額を証明するもの 

※ 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の場合、「奨学金貸与証明書」を提出

してください。 

・就労していることを証明するもの（就労証明書（様式第２号）） 

※就労証明書（様式第２号）と同じ内容が記載されていれば、事業所から交付

される労働条件通知書等でもかまいません。 

※自営業の方は、営業証明書等を提出してください。 

 

６ 実績報告について 

助成金の交付決定を受けた方は、その年度の奨学金等の返還が終わり次第、速や 

かに次の書類を持参により吉富町教育委員会教務課に提出し、実績報告を行ってく 

ださい。 

住民登録などの確認のほか、提出された書類の審査を行います。助成金の交付が 

適当と認められるときは、金額を確定し、文書でお知らせします。 

助成金の交付時期は、翌年４月から５月を予定しています。 

※速やかに実績報告がない場合、交付決定を取り消すことがあります。 



提

出

書

類 

・吉富町奨学金等返還支援助成金実績報告書（兼請求書）（様式第６号） 

・その年度中の奨学金の返還の事実を証するもの（領収書、通帳の写し等） 

・在職していることを証明するもの（在職証明書（様式第７号）など） 

・納税証明書（未納がないことの証明書） 

 ※その他必要に応じて、別途書類の提出を求める場合があります。 

 

７ ２年度目以降の手続きについて 

交付対象期間中、２年度目以降も助成金の受給を希望される方は、毎年度、必要 

書類を提出して「交付申請」及び「実績報告」を行う必要があります。 

※各年度の募集要項や広報を御確認ください。 

●交付申請…毎年６月～１２月 

・吉富町奨学金等返還支援助成金交付申請書（様式第１号） 

・在職していることを証明するもの（就労証明書（様式第２号）など） 

・その年度中の奨学金等の返還を証明するもの（領収書、通帳の写しなど） 

●実績報告…その年度中の返還が終わり次第速やかに 

・吉富町奨学金等返還支援助成金実績報告書（兼請求書）（様式第６号） 

・その年度中の奨学金等の返還を証明するもの（領収書、通帳の写しなど） 

・在職していることを証明するもの（在職証明書（様式第７号）など） 

・納税証明書（未納がないことの証明書） 

 

【 参考 】 手続きの流れ  

年 度 申請時期 申請者 吉富町 

初年度 ６月～ 交付申請 交付決定通知送付 

３月中 実績報告書 確定通知送付・助成金交付 

２年目 

以降 

６月～ 【更新】交付申請 【更新】決定通知送付 

３月中 実績報告書 確定通知送付・助成金交付 

 


